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新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について

自治体説明会㉔

資料１



２．各ワクチンの取扱いについて

１．新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会（第24回）
１



1. 新型コロナワクチン接種について

2. ワクチンの供給スケジュール等

3. 情報提供
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【 １ 】 2 0 2 3 年 度 の 接種 に つ いて （ １） 新 型コ ロ ナウ イ ルス 感 染症 、 新型 コ ロナ ワ クチ ン のこ れ まで の 経緯 に つい て

新型コロナワクチン接種に関するこれまでの検討経緯
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対象者
・当初：16歳～
・現行：生後６月～

対象者
・当初：18歳～
・現行：５歳～

対象者
・当初：
60歳～＋基礎疾患

・現行：
上記＋医療従事者等

対象者
・12歳～

９か月半 ６か月 ４か月

アルファ株
従来株に比べ
推定1.32倍

デルタ株
アルファ株に比べ
1.5倍高い可能性

オミクロン株
デルタ株に比べ高い可能性

アルファ株
従来株に比べ推定1.4倍

入院・死亡リスクが
高い可能性

デルタ株
アルファ株に比べ

入院リスクが高い
可能性

オミクロン株
デルタ株に比べ入院リスク、
重症化リスクは低い可能性

・感染予防 ：〇※１

・発症予防 ：〇※２

・重症化予防：〇※２

効果が確認されたものを○と
している。(論文の例は以下)

※1 BMJ 2021;373:n1088

※2 Nat Med 28, 1063-

1071(2022)

・感染予防 ：〇※3

・発症予防 ：〇※4

・重症化予防：〇※5

効果が確認されたものを○としている。
(論文の例は以下)

※3 Nat Med 28, 1063-1071(2022)

※4 N Engl J Med 2022; 386:1532-1546

※5 N Engl J Med 2021; 385:1393-1400

・感染予防 ：○※６

・発症予防 ：○※７

・重症化予防：〇※６

効果が確認されたものを○としている。
(論文の例は以下)

※６ NEJM 2022;386:1712-1720

※７ NEJM 2022;386:1603-1614

令和４ 令和５

初回接種開始時
・発症予防 ：○（臨床試験で確認）

・重症化予防：ー
※ 重症化予防効果は重症化した例数が不

足しており検証が行えなかった。

３回目接種開始時
・発症予防 ：ー
・重症化予防：ー
※ 中和抗体価上昇を確認

４回目接種開始時
・企業による臨床試験ではなく、
論文等の情報収集によって議論

オミクロン接種開始時
・発症予防 ：ー
・重症化予防：ー
※ 中和抗体価上昇のデータあり
（BA.1:臨床 BA.4-5:非臨床）
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今後の新型コロナワクチン接種に関する議論の経緯について

○12月13日 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
・ 今後の新型コロナワクチン接種のあり方について検討開始。

○1月26日 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会
・ 今後の新型コロナワクチン接種のあり方について議論を実施。

○２月８日 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会
・ 今後の新型コロナワクチン接種のあり方に関する技術的検討の結果を取りまとめ

これまでの状況

○２月22日 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
・ 今後の新型コロナワクチン接種のあり方に関する方向性を検討。

今般の議論

「今後の新型コロナワクチン接種について」（12/13事務連絡）
・ 検討開始の情報提供

「今後の新型コロナワクチン接種について（その３）」（２/22事務連絡）
・ 予防接種・ワクチン分科会における検討状況を情報提供

「今後の新型コロナワクチン接種について（その２）」（２/８事務連絡）
・ 予防接種基本方針部会の取りまとめ結果を情報提供



今後の新型コロナワクチン接種について（その３）（令和 5年 2月 2 2日事務連絡）

2/22の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で検討された今後の新型コロナワクチン接種の在り方について、お知らせする。

今後は、次回（３月上旬）厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、2/22の議論を踏まえた法令改正に係る諮問手続を経て、

最終的な結論を得ることとしている。

２月22日の予防接種・ワクチン分科会では、以下の見解が示された。

①接種対象者

⚫ 65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行うとともに、
重症化リスクが高い方が集まる場所でサービス提供する医療機関、高齢者・障害者施設等の従事者にも接種機会を提供してはどうか。

（１）接種の法的位置づけについて
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⚫ 2023年度の１年間は現行の特例臨時接種の実施期間を延長することとしてはどうか。
⚫ 2024年度以降に接種を継続する場合には、安定的な制度の下で実施することを検討することが適当ではないか。

（２）2023年度の追加接種スケジュールについて

⚫ 追加接種可能な全ての年齢の者を対象として秋から冬（９～12月）に１回、
重症化リスクが高い者等には、春から夏（５～８月）に前倒してさらに１回接種を行うこととしてはどうか。

（３）2023年春夏の追加接種について

②使用するワクチン

⚫ オミクロン株対応２価ワクチンの使用を基本としつつ、組換えタンパクワクチン等も使用可能としてはどうか。

①接種対象者

⚫ 追加接種可能な全ての年齢の者を対象としてはどうか。

（４）2023年秋冬の追加接種について

②使用するワクチン

⚫ 2023年度の早期に結論を得るよう、今後検討を進めることとしてはどうか。

（５）公的関与規定の適用について

⚫ 令和４年秋開始接種の後に行う追加接種については、65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が
認める者以外の者については、予防接種法第８条（接種勧奨）及び第９条（努力義務）の規定の適用を除外することとしてはどうか。



１）対象者

⚫ まずは重症者を減らすことを目的とし、高齢者など重症化リスクが高い者を接種の対象としてはどうか。
⚫ 重症化リスクが高くない者であっても、重症者が一定程度生じており、接種機会を確保することが望ましい

ことから、全ての者を接種対象としてはどうか。
子ども（５歳～11歳）や乳幼児（６ヶ月～４歳）は、接種開始からの期間が短いため、あわせて接種期間を
延長する。（子ども：2022年２月より接種開始、乳幼児：2022年10月より接種開始）

２）接種スケジュール

⚫ 以下の点を踏まえ、昨秋以降の接種歴を問わず、秋冬には次の接種を行うべきではないか。

➢ 疫学的知見からは、重症化予防効果は接種後６ヶ月以上、死亡予防効果は接種後10ヶ月以上持続すると示唆。

➢ 免疫学的知見からは、重症化予防効果等に寄与する免疫記憶は、より長期に継続すると示唆。

有効性の十分な持続が見込めないと判断できる時期は接種後１年程度と考えられる。

➢ 感染症の流行周期は明らかではないものの、流行開始以降、年末年始周辺に死者数や感染者数等の比較的

大きなピークを認めている。

少なくとも年末には接種の有効性を発揮する必要があると考えられる。ただし、特に重症化リスクが

高い方等に秋冬を待たずに接種することも念頭に、今後の感染拡大や諸外国状況等を注視する。

３）使用するワクチン
⚫ 変異株についての予見は困難であり、幅広い抗体の産生が期待できるワクチンを使用することが適当。

当面は広い抗原性を持った株の成分を含んだワクチン、すなわち現在使用している従来株とオミクロン

株の成分を含む２価ワクチンを使用することが妥当ではないか。

今秋以降に使用するワクチンについては引き続き検討。

新型コロナウイルス感染症の疫学的状況及び変異、ワクチン接種による免疫の基礎的知見、ワクチンの有効性に

関する科学的知見を踏まえ、現時点において2023年度の接種の方針を以下のとおりとりまとめた。

厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会
とりまとめ ( 2 0 2 3年２月８日 )（概要）

今後の接種方針（概要）
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２．本日の論点【１】2023年度の接種について（５－１）2023年度の接種について
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１）目的及び対象者（再掲）
⚫ まずは重症者を減らすことを目的とし、高齢者など重症化リスクが高い者を接種の対象としてはどうか。
⚫ 重症化リスクが高くない者であっても、重症者が一定程度生じており、接種機会を確保することが望ましいことから、全ての者を

接種対象としてはどうか。

２）予防接種法上の位置づけ
⚫ 新型コロナウイルス感染症に対する予防接種は開始以来２年以上にわたって市町村を実施主体として行ってきていることから、A類

又はB類疾病とした上で、定期接種とする方法が考えられるものの、現時点で、

➢ 感染症の流行は継続しており、感染症の疫学的状況、ワクチンの有効性の持続期間等には十分なデータが得られていない部分が
あること

➢ 基本方針部会の議論において、2023年度は現在接種を行っている全ての年齢の者に接種を行うこととされたこと

等から、2023年度においては特例臨時接種の類型を延長することにより、接種を継続することとしてはどうか。その際、2024年度以
降に予防接種を継続する場合には、安定的な制度の下で実施することを検討することが適当である。

３）2023年春夏の接種について
⚫ 基本方針部会の議論においては、まずは、重症者を減らすことを目的とし、特に重症化リスクが高い方等には秋冬を待たずに接種

することも念頭に、今後の感染拡大や諸外国状況等を注視することとされた。

⚫ 新型コロナワクチンの有効性の持続期間については、報告によっては長期に維持されるとするものもあるが、短いものでは６ヶ月
程度で逓減するとの報告もある。令和４年秋開始接種から１年が経過する2023年秋冬を待たずに、2023年春から夏（５月～８月）
と一定の時期を定めて、重症化リスクが高い者に接種を行うとともに、健常人であっても重症化リスクが高い方が集まる場所におい
てサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者に接種機会を確保することとしてはどうか。

※ 従来ワクチンの知見においては、一時的であっても感染予防効果と二次感染予防効果があり、健常人であっても重症化リスクが高い方が集ま
る場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者に接種機会を提供することは、間接的に重症化リスクが高
い方を保護する効果が期待される。

⚫ 基本方針部会の議論を踏まえ、使用するワクチンはオミクロン株対応２価ワクチンを基本としてはどうか。

※ 令和４年秋開始接種と同様、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない方においては、組換えタンパクワクチン等の選択肢を確保するこ
とも考えられる。

４）2023年秋冬の接種について
⚫ 基本方針部会の議論を踏まえ、2023年秋冬（９月～12月）には接種可能な全ての者を対象に接種を実施することとし、使用するワ

クチンについて、2023年度早期に結論を得るよう、検討を進めてはどうか。

○ 基本方針部会の取りまとめを踏まえ、重症化リスクの高い方等を対象として、2023年内に２回の接種を行うこととし、まずは春から夏
（５月～８月）にかけて接種を行うこととしてはどうか。

○ さらに、全ての年齢の者を対象として、秋から冬（９月～12月）にかけて接種を行うこととしてはどうか。

事務局案
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２．本日の論点【１】 2 0 2 3年度の接種について
（５－２）重症化リスクが高い者について

重症化リスクの高い基礎疾患を有する者の範囲について
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新型コロナワクチンの特例臨時接種における優先順位を検討した際、重症化リスクの高い基礎疾患について、関係学

会からの意見等を踏まえ、予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会等での議論の結果、基礎疾患を有する者

の範囲は以下のとおりとなった。

(参照)第44回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会 予防接種基本方針部会

(令和3年3月18日) 資料

１． 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11.染色体異常
12.重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13.睡眠時無呼吸症候群
14.重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療

（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２． 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
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２．本日の論点【１】 2 0 2 3年度の接種について（５－２）重症化リスクが高い者について

小児の重症化リスクについて
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日本小児科学会は、「5-17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」（2022年８月10日、2022年９月
19日改訂）及び「生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」（2022年11月２日）の
中で、以下の基礎疾患がある小児に対して、重症化予防効果の観点から、年齢にかかわらず新型コロナワクチン接種
を推奨している。

1. 慢性呼吸器疾患
2. 慢性心疾患
3. 慢性腎疾患
4. 神経疾患・神経筋疾患
5. 血液疾患
6. 糖尿病・代謝性疾患
7. 悪性腫瘍
8. 関節リウマチ・膠原病
9. 内分泌疾患
10.消化器疾患・肝疾患等
11.先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
12.その他の小児領域の疾患等

➢ 高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害

出典
• 日本小児科学会；5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方; http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=451; [accessed 15 2 2022]
• 生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方; http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=466 ; [accessed 15 2 2022]
• 日本小児科学会；新型コロナワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方および接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等; 

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=409; [accessed 15 2 2022]
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２．本日の論点【１】2 0 2 3年度の接種について
（５－２）重症化リスクが高い者について
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事務局案

○ 2023年度の接種における重症化リスクが高い者は、
① 高齢者（65歳以上の者）
② 以下の基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者
としてはどうか。

以下の病気や状態の方で、通院／入院
している方
1. 慢性呼吸器疾患
2. 慢性心疾患
3. 慢性腎疾患
4. 神経疾患・神経筋疾患
5. 血液疾患
6. 糖尿病・代謝性疾患
7. 悪性腫瘍
8. 関節リウマチ・膠原病
9. 内分泌疾患
10.消化器疾患・肝疾患等
11.先天性免疫不全症候群、HIV感染症、

その他の疾患や治療に伴う免疫抑制
状態

12.その他の小児領域の疾患（高度肥満、
早産児、医療的ケア児、施設入所や
長期入院の児、摂食障害）

18歳未満の方の場合

１．以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
① 慢性の呼吸器の病気
② 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
③ 慢性の腎臓病
④ 慢性の肝臓病（肝硬変等）
⑤ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
⑥ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
⑦ 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
⑧ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
⑨ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
⑪ 染色体異常
⑫ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
⑬ 睡眠時無呼吸症候群
⑭ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉

手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継
続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２．基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

18歳以上の方の場合

第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日



２．本日の論点【１】2023年度の接種について（５－３）公的関与の規定について

予防接種法上の公的関与の考え方

11

新型コロナワクチン接種については原則として接種勧奨・努力義務の規定が適用されるが、例外的に適用除外

とすることができることとされている。

• 予防接種法に基づく予防接種については、その接種の趣旨（集団予防に比重を置いているか、個人予防に比重を置

いているか、疾病の病原性）等を勘案し、接種類型ごとに接種勧奨や接種を受ける努力義務を設けており、緊急時

に実施する接種である臨時接種には、接種勧奨と努力義務に係る規定が適用されている 。

• 他方、新型コロナワクチンは、現時点では開発中の段階であり評価が確定できないことや実使用実績が乏しい中で接

種を実施していくことを踏まえれば、予防接種の安全性や有効性等についての情報量に制約が生じる可能性がある。

• こうした点を踏まえ、今回の新型コロナワクチンの接種についても、臨時接種と同様の趣旨で実施するものである

ことから原則としては接種勧奨の実施と接種を受ける努力義務を適用することとした上で、 必要に応じて、例外的

にこれらの規定を適用しないことを可能とした。

• 予防接種法は、公衆衛生の見地から予防接種の実施を規定しており、その実施に資するよう、公的関与（接種勧

奨・努力義務）の規定を整備している。

• 新型コロナワクチンについては、①新型コロナウイルス感染症のまん延の状況（公衆衛生の見地）と、②予防接種

の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、接種勧奨と努力義務の規定を、特定の対象者について適

用しないこととすることができる（予防接種法附則第７条第４項）こととされている。

予防接種法における公的関与について（第19回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料１から再掲）

第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン
分科会（令和4年1月26日）資料・一部改変

第44回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
資料１

2023(令和５)年２月22日



２．本日の論点【１】2023年度の接種について（５－３）公的関与の規定について

2 0 2 3年度の接種に係る状況

12

現在の新型コロナウイルス感染症のまん延状況や新型コロナワクチンの有効性等に関する検討を踏まえ、2023年度の

接種への接種勧奨・努力義務の規定の適用をどのように考えるか。

2023年度の接種

①

新型コロナ
ウイルス感染
症のまん延の
状況
（公衆衛生の
見地）

・オミクロン株の流行が続いている。

・（参考）「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」（令和５年１月 27 日厚生科学審議会感染
症部会）（抜粋）

- オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下している。他方で、高い伝
播性により感染者が増加し、医療提供体制への負荷が高くなっているほか、死亡者が多くなっていることには留意
が必要。

- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、
５類感染症に位置づけるべきである。

②

予防接種の
有効性及び
安全性に
関する情報
その他の情報 有

効
性
等

「2023 年度以降の新型コロナワクチンの接種の方針について」（令和５年２月８日厚生科学審議会予防接種・ワ
クチン分科会予防接種基本方針部会）（抜粋）

・重症者を減らすことを第一の目的と考えるのであれば、まずは、高齢者等、重症化リスクが高い者は接種の対
象となると考えられる。

・重症化リスクが高くない健常者については、ｲ）上記の重症化リスクが高い者と頻繁に接触する者とﾛ）そうで
ない者の２群に分けられる。重症化リスクが高くない健常者であっても、一定の割合で重症化する者が生じてい
ること、健常人における有効性の持続期間等の十分なデータが得られていない現状においては、ﾛ）重症化リスク
が高くない方においても、接種の機会を提供することが必要と考えられ、ｲ）重症化リスクが高い者と頻繁に接触
する者については、従来ワクチンの知見においては、一時的であっても感染予防効果と二次感染予防効果があり、
特に感染拡大期においては、間接的に重症化リスクが高い方を保護する効果が期待されるため、接種を検討する
ことが重要と考えられる。

安
全
性

・現在用いているワクチンについては、薬事審査及び副反応モニタリングにおいて、現時点で重大な懸念は認め
られないと判断されている。

第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日



⃝ わが国では、オミクロン株の流行が続いているものの、新型コロナウイルス感染症について、厚生科学審議会感染症部会において、

以下のように評価されている。（令和５年１月 27 日厚生科学審議会感染症部会））

➢ オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下している。他方で、高い伝播性によ

り感染者が増加し、医療提供体制への負荷が高くなっているほか、死亡者が多くなっていることには留意が必要。

➢ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与

えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に位置

づけるべきである。

⃝ 基本方針部会において、 2023年度の接種の対象者について、以下のとおりとされた。（令和５年２月８日）

➢ 高齢者等、重症化リスクが高い者はまず接種の対象者となると考えられる。

➢ 重症化リスクが高くない者については、接種の機会を提供する必要がある。

⃝ 現在用いているワクチンについては、薬事審査及び副反応モニタリングにおいて、現時点で重大な懸念は認められないと判断され

ている。

まとめ

⃝ 令和４年秋開始接種の後に2023年度に行う接種の公的関与について、①65歳以上の者及び②基礎疾患を有する者その他重症化リスク

が高いと医師が認める者以外の者については、公的関与（接種勧奨及び努力義務）の規定の適用を除外することとしてはどうか。

事務局案

２．本日の論点【１】2 0 2 3年度の接種について
（５－３）公的関与の規定について

13

第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日
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国・地域 発出機関 長期の接種計画方針（接種対象者、接種時期、接種間隔、使用ワクチン等）

Source: FDA

米国 FDA  以下の議論がなされ、新型コロナワクチンの組成を初回シリーズと追加接種で共通化し、単一とすべ
きと決議された（2023/１/26）

‒ 【議題１】 新型コロナワクチンの接種スケジュール（原則年１回、ハイリスク者は年複数回）

• 概ね了承を得た

̶ ハイリスク者の具体的な対象者や、ハイリスク者が年何回必要かについてはデータに基づき
引き続き議論する必要（座長取りまとめ発言）

̶ 若年者に毎年接種する必要性は疑問（委員意見）

‒ 【議題２】 ワクチンの株について
【議題２ー１】現在のワクチンの簡素化

（追加接種に加え、初回接種にもオミクロン株対応２価ワクチンを用いる）

• 全会一致で可決

̶ 未接種者に接種を促すための方向として正しい（委員意見）

̶ 接種率を上げるため簡素化は必要（委員意見）

̶ 世の中の混乱を解消する必要（委員意見）

̶ 利便性のためだけではない（委員意見）

̶ 流行株に近づけることが重要（委員意見）

【議題２－２】１年に１回の定期的な株選定

• 定期的な株選定は概ね了承されたものの、頻度が1年に1回でよいのか断定するには情報が必要、
とされた

̶ ワクチンの機序、疫学、効果について注視していく必要（座長取りまとめ）

̶ T細胞やB細胞による、中和抗体以外の免疫応答について学んでいく必要（座長取りまとめ）

̶ 粘膜免疫ワクチン、組換えタンパクワクチンを含め、複数の戦略を長期的に考えていく必要
（座長取りまとめ）

̶ 新型コロナは必ず冬に流行のピークが来るわけではないなど、インフルエンザとは異なるの
で同列に扱うべきではない（委員意見）

米国では新型コロナワクチンの組成を単一とすることがFDAで決議されたが、今後の長期接種計画は未発表。

※ 2023/2/24に開催されるCDC ACIPにおいて新型コロナワクチンが議題とされることが公表されている。

新型コロナワクチンの今後の接種
（2 0 2 2年秋冬に実施する接種の次の接種）に係る諸外国の状況（１/３）

2023年２月20日時点

２．本日の論点：【１】今後の接種について（４）諸外国等の状況について
第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日

https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-january-26-2023-meeting-announcement
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国・地域 発出機関 長期の接種計画方針（接種対象者、接種時期、接種間隔、使用ワクチン等）

Source: NHS, JCVI

英国 NHS （2023/２/13)

 新型コロナワクチンの追加接種は季節性に提供され、次の追加接種は今後年内に提供される予定

 JCVIからの助言に従い、新型コロナワクチンの追加接種が今後提供可能になった場合、 追加接種は
新型コロナウイルス感染症による危険性が高い者に提供される

 提供対象者の決定は年齢や健康状態が理由になり得る

NHSでは臨床的高リスクではない者への追加接種（３回目以降の接種）の提供を２月12日に終了した。
今後の長期接種計画は未発表だがJCVIから暫定方針が示されている。

新型コロナワクチンの今後の接種
（2 0 2 2年秋冬に実施する接種の次の接種）に係る諸外国の状況（２/３）

2023年２月20日時点

JCVI （2023/１/25）

 ウイルスの進化、免疫の持続性と幅、感染の疫学に関し、依然として不確実性があり、定期的な接種
プログラムを直ちに開発できない

 長期接種計画に関して暫定的に以下を推奨

‒ 2023年から2024年にかけての冬に備えて、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い者
に対して2023年秋に追加接種が提供され得る

‒ 加えて、より少数の人々（高齢者や免疫不全者等）には2023年春にも追加接種が提供され得る

‒ オミクロン株と生物学的に異なり、臨床的に有意な新たな懸念すべき変異株が出現した場合には、
緊急にワクチンによる対策が必要となり得る

 また、以下を推奨

‒ 2021年から始めた16ー49歳の臨床的高リスクではない者への追加接種（３回目接種）は、2022
年秋の接種キャンペーンの終了に合わせて終了すべき

‒ ５ー49歳で、臨床的高リスクとなる健康状態の変化が2023年に新たに生じた者には、次の季節性
接種キャンペーンにおいて初回シリーズ及び/又は追加接種が適切に提供されるべき

‒ 臨床的高リスクの者を守るため、 2023年中に初回シリーズ接種はより対象を絞って提供される方
向に向かうべき。臨床的高リスクグループには以下の者が含まれる：高齢者介護施設入居者とそ
のスタッフ、第一線の医療及び社会福祉従事者、50歳以上の者、５－49歳で臨床的高リスクの者、
12ー49歳で免疫不全者と家庭内接触がある者、16ー49歳の介護者

‒ 臨床的リスクが異なる集団それぞれに対して重症化（入院及び死亡）予防のための最適なワクチ
ン接種のタイミングを決定するには、研究の実施が検討されるべき

２．本日の論点： 【１】今後の接種について（４）諸外国等の状況について
第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-programme-for-2023-jcvi-interim-advice-8-november-2022/jcvi-statement-on-the-covid-19-vaccination-programme-for-2023-8-november-2022
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今後の長期接種計画については各国とも公衆衛生当局は未発表又は不確実な点が多いとしている。

Source: NACI, DoctorsOnly

 （保健大臣がメディアへの取材回答として）国民に１年に１回、定期的にワクチンを提供する計画で
ある（2022/９/４)

イスラエル 保健省

国際連合 WHO  （未発表）

ドイツ 保健省
/STIKO

 （未発表）

EU EMA/
ECDC

 （未発表）

フランス 保健省
/HAS

 （未発表）

カナダ NACI  これまでの推奨（初回接種及び2022年秋以降の１回の追加接種）を継続
 パンデミックの進展に内在する不確実性に伴い、追加の新型コロナワクチン接種がいつ必要になるか、

誰に接種すべきかについて、不確実である

 ワクチンの有効性、特に重症なアウトカムに対する有効性について、今後数ヶ月にわたって、エビデ
ンスのモニタリングを継続し、必要な場合にはさらなる追加接種についての推奨を発出する
（2023/１/20）

国・地域 発出機関 長期の接種計画方針（接種対象者、接種時期、接種間隔、使用ワクチン等）

2023年２月20日時点

新型コロナワクチンの今後の接種
（2 0 2 2年秋冬に実施する接種の次の接種）に係る諸外国の状況（３/３）

２．本日の論点： 【１】今後の接種について（４）諸外国等の状況について
第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/guidance-covid-19-vaccine-booster-doses-initial-considerations-2023.pdf
https://publichealth.doctorsonly.co.il/2022/09/267280/


予防接種法における臨時接種類型の見直し

定期接種 臨時接種 新臨時接種
臨時接種

（コロナ特例）

根拠
予防接種法
第５条第１項

予防接種法
第６条第１項

予防接種法
第６条第２項

予防接種法
第６条第３項

予防接種法
附則第７条

趣旨等

平時のまん延予防

• Ａ類：集団予防
• Ｂ類：個人予防

疾病のまん延予防上緊急の必要

Ｂ類疾病のうち
病原性が低い疾病の
まん延予防上緊急の
必要

新型コロナ感染症の
まん延予防上緊急の
必要

主体 市町村長

市町村長又は
都道府県知事

都道府県知事が
市町村長に指示

都道府県知事

厚労大臣が指示

市町村長

厚労大臣が指示

市町村長

厚労大臣が指示

対象者
の決定

政令 都道府県知事 都道府県知事 厚労大臣 厚労大臣

費用
負担

○ 市町村実施
Ａ類：
地方交付税９割
Ｂ類：
地方交付税３割

○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

国が全額

自己
負担

実費徴収可 自己負担なし 自己負担なし 実費徴収可 自己負担なし

公的
関与

Ａ類：
勧奨○
努力義務○

Ｂ類：
勧奨×
努力義務×

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務×

勧奨○（※２）

努力義務○（※２）

定期接種 臨時接種

根拠
予防接種法
第５条第１項

予防接種法
第６条第１項

予防接種法
第６条第２項

予防接種法
第６条第３項

趣旨等

平時のまん延予防

• Ａ類：集団予防
• Ｂ類：個人予防

疾病のまん延予防上緊急の必要

A類疾病のうち全国的かつ
急速なまん延により国民の
生命・健康に重大な影響
を与える疾病のまん延予防
上緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等感
染症等を想定

主体 市町村長

市町村長又は
都道府県知事

都道府県知事が
市町村長に指示

市町村長又は
都道府県知事

厚労大臣が指示

市町村長又は
都道府県知事

厚労大臣が指示

対象者
の決定

政令 都道府県知事 厚労大臣 厚労大臣

費用
負担

○ 市町村実施
Ａ類：
地方交付税９割
Ｂ類：
地方交付税３割

○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

国が全額

自己
負担

実費徴収可 自己負担なし（※１） 自己負担なし（※１） 自己負担なし

公的
関与

Ａ類：
勧奨○
努力義務○
Ｂ類：
勧奨×
努力義務×

Ａ類：
勧奨○（※２）

努力義務○（※２）

Ｂ類：
勧奨○（※２）

努力義務○（※３）

Ａ類：
勧奨○（※２）

努力義務○（※２）

Ｂ類：
勧奨○（※２）

努力義務○（※３）

勧奨○（※２）

努力義務○（※２）

改正前 改正後

（※１）Ｂ類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可
（※２）政令で定めるものは除く
（※３）Ｂ類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし／左記以外のＢ類疾病については、政令で定めるものは除く
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感染症法と予防接種法の規定について

感染症法における「新型インフルエンザ等感染症」の定義規定と、予防接種法における特例臨時接種の実施に係る規定は、規定ぶ

りが異なる。

令和５年度
イメージ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成10年法律第114号）

予防接種法（昭和23年法律第68号）
【感染症法等一部改正による改正前】

（定義等）
第六条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げ

る感染性の疾病をいう。
一・二 （略）
三 新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有
することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）

四 （略）
８～24 （略）

附 則
（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例）

第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）のまん
延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又
は期間及び使用するワクチン（その有効性及び安全性に関する情報そ
の他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。）を指定して、
都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指
示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道
府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に
対し、必要な協力をするものとする。

２～５ （略）

附 則
（予防接種法の一部改正に伴う経過措置）

第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種
法（以下「旧予防接種法」という。）附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法（以下「新予防接
種法」という。）第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当
該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の
規定を適用する。（以下略）

２ （略）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号）

➢ 令和４年12月９日に施行された予防接種法の一部改正で、特例臨時接種の法的根拠である附則第７条は廃止され、改正法附則第14条第１項の経
過措置規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第６条第３項の指示とみなして継続実施することを可能としているところ。
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５～11歳の小児及び生後６ヶ月～４歳の乳幼児に対する接種は、それ以外の年齢層に比べ、接種できる期間が短い等
の状況がある。

・ 12歳以上への接種は令和３年２月の開始以降、令和
５年３月末までの約２年１か月の間実施されてきた一
方で、５～11歳の小児に対しては約１年１か月、乳幼
児に対しては約５か月の接種期間となっている。

・ 副反応に対する懸念から接種を躊躇する保護者がいる
中で、子どもやその保護者が自ら接種の判断ができる
よう、丁寧な情報提供が求められることから、より充
実した周知・広報が必要である。

・ 乳幼児については、定期の接種（肺炎球菌ワクチン
等）との接種間隔も考慮する必要があることから、接
種に特別の配慮が必要である。

・ こうした状況から、小児の接種は成人とは異なる状況
にあり、十分な接種機会の確保が必要と考えられる。

・ １日当たりの接種回数は、８月頃の小児への感染拡大
が見られた時期には接種回数が増加する場面もあり、
現在は低いものの継続して接種が伸びている状況。

・ 乳幼児の接種については、緩徐に接種数が伸びている
状況にある。

令和３年

２月17日
初回接種開始

5月25日
４回目接種

９月20日
オミクロン

３月31日

令和４年 令和５年

２月21日
初回接種

９月６日
努力義務、３回目接種

10月24日
初回接種

12月1日
３回目接種

12歳以上

５～11歳

乳幼児
（生後６ヶ月～４歳）

● 接種開始後の期間の比較
（１）接種開始後の期間について

（２）小児・乳幼児への接種を取り巻く状況

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

平均接種回数（小児）

平均接種回数（乳幼児）

接種率（小児１回目）

接種率（乳幼児１回目）

● ５～11歳小児及び４歳未満の乳幼児の接種状況（接種率及び平均接種回数）

（回/日）

（３）接種の伸びの状況

出典：VRSデータ（１月30日時点）
接種率については、官邸HPの計算方法を踏襲しており、乳幼児の対象者人口は、総務省が公表して
いる令和４年度住民基本台帳年齢階級別人口の「0-4歳」の年齢階級人口に9/10をかけて算出した。

小児・乳幼児に対する接種の状況について
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【別紙１】令和４年１～８月における新型コロナの重症化率・致死率について

➢ 協力の得られた石川県、茨城県、広島県のデータを使用し、令和４年１～８月に診断された新型コロナウイルス感染者を対象に、年齢階級
別に重症化率及び致死率を２ヶ月毎（届出日基準）に算出した。

➢ 人工呼吸器を使用、ECMOを使用、ICU等で治療のいずれかの条件に当てはまる患者を重症者と定義し、重症化率は、経過中重症に至ったが、
死亡とならなかった患者、重症化して死亡した患者、重症化の定義を満たさずに死亡した患者の合計を、感染者数で割ったものである。死
亡者数は、COVID-19の陽性者であって、死因を問わず亡くなった者を計上※１している。

➢ 本データは感染者が療養及び入院期間が終了した際のステータス又は期間の終了日から30日経過した時点でのステータスに基づき算出して
おり、今後重症者数や死亡者数は増加する可能性がある点に留意。

※１ 茨城県は医師の判断において明らかに別の死因によるもの（溺死や交通外傷等）は除外して集計している。
※２ 令和４年１～２月、３～４月のデータは再掲。（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000987078.pdf）
※３ 95%信頼区間はClopper-Pearson’s exact binomial confidence interval により算出。
※４ 感染者数は感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であり、無症候性病原体保有者を含む全ての感染者を補足できておらず、重症化率・致死率を過大評価している可能性がある。
※５ 各期間における感染者数、重症者数、死亡者数を単純に集計しており、背景因子等が調整されていないことに留意が必要。

年齢 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代以上

Ｒ.４※２

１～２月

感染者数 (人) 18,511 17,400 18,549 18,274 17,354 10,598 6,887 5,357 3,949 2,159

重症 / 死亡者数 (人) 4 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 8 / 3 13 / 3 40 / 20 109 / 66 168 / 145 140 / 134

重症化率 (%)
(95%信頼区間※３)

0.02
(0.01-0.06)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.01
(0.00-0.03)

0.05
(0.02-0.09)

0.12
(0.07-0.21)

0.58
(0.42-0.79)

2.03
(1.67-2.45)

4.25
(3.65-4.93)

6.48
(5.48-7.61)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.02
(0.00-0.05)

0.03
(0.01-0.08)

0.29
(0.18-0.45)

1.23
(0.95-1.56)

3.67
(3.11-4.31)

6.21
(5.23-7.31)

Ｒ.４※２

３～４月

感染者数 (人) 28,020 25,422 20,055 23,085 21,106 10,957 5,864 3,711 2,287 1,112

重症 / 死亡者数 (人) 5 / 0 1 / 0 1 / 0 4 / 0 7 / 2 18 / 5 19 / 6 57 / 35 71 / 61 48 / 45

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0.02
(0.01-0.04)

0.00
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.03)

0.02
(0.00-0.04)

0.03
(0.01-0.07)

0.16
(0.10-0.26)

0.32
(0.20-0.51)

1.54
(1.17-1.99)

3.10
(2.43-3.90)

4.32
(3.20-5.68)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.02)

0
(0.00-0.02)

0.01
(0.00-0.03)

0.05
(0.01-0.11)

0.10
(0.04-0.22)

0.94
(0.66-1.31)

2.67
(2.05-3.41)

4.05
(2.97-5.38)

Ｒ.４
５～６月

感染者数 (人) 14,036 13,564 12,285 12,855 11,318 6,059 3,571 2,683 1,591 757

重症 / 死亡者数 (人) 0 / 0 0 / 0 1 / 0 5 / 0 2 / 1 4 / 2 7 / 2 14 / 7 19 / 17 16 / 15

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0.02
(0.00-0.06)

0.02
(0.00-0.07)

0.02
(0.00-0.06)

0.05
(0.01-0.14)

0.25
(0.12-0.48)

0.45
(0.23-0.78)

1.19
(0.72-1.86)

2.64
(1.62-4.05)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0
(0.00-0.03)

0.01
(0.00-0.05)

0.03
(0.00-0.12)

0.08
(0.02-0.25)

0.22
(0.08-0.49)

1.07
(0.62-1.71)

2.51
(1.52-3.89)

Ｒ.４
７～８月

感染者数 (人) 59,685 58,331 61,437 65,130 68,434 47,458 30,098 22,355 13,032 6,030

重症 / 死亡者数 (人) 8 / 0 4 / 0 3 / 1 9 / 4 11 / 2 17 / 11 34 / 21 104 / 76 191 / 165 164 / 157

重症化率 (%)
(95%信頼区間)

0.01
(0.01-0.03)

0.01
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.01)

0.01
(0.01-0.03)

0.02
(0.01-0.03)

0.04
(0.02-0.06)

0.11
(0.08-0.16)

0.47
(0.38-0.56)

1.47
(1.27-1.69)

2.72
(2.32-3.16)

致死率 (%)
(95%信頼区間)

0
(0.00-0.01)

0
(0.00-0.01)

0.00
(0.00-0.01)

0.01
(0.00-0.02)

0.00
(0.00-0.01)

0.02
(0.01-0.04)

0.07
(0.04-0.11)

0.34
(0.27-0.43)

1.27
(1.08-1.47)

2.60
(2.22-3.04)
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従来型ワクチン追加接種者及びオミクロン株対応２価ワクチン追加接種者の追加接種後２週間ー２か月間と比較して、
未接種者の感染率比はいずれも2.8倍、死亡率比はそれぞれ6.5倍、15.2倍であった。

オミクロン株対応２価ワクチン追加接種の有効性（感染・死亡予防効果）

変異株流行期間別にみた未接種者と比較した
従来型又はオミクロン株対応２価ワクチン追加接種後の

年齢調整感染率比及び死亡率比
（上：感染率比、下：死亡率比）

Johnson et al1（MMWR, 2023）

※１ 感染は2021年10月３日ー2022年12月24日、死亡は2021年10月３日ー2022年12月３日を観察期間とした。
※２ 2021年10月３日ー12月18日をデルタ株流行期、2021年12月19日ー2022年３月19日をオミクロン株BA.1流行期、3月20日ー６月25日をオミクロン株BA.2流行期、６月26日ー９月17日

をオミクロン株BA.4/5早期流行期（従来型ワクチンのみを使用）、９月18日ー12月24日をオミクロン株BA.4/5後期流行期（オミクロン株対応２価ワクチンを推奨）とした。
1. Johnson AG, Linde L, Ali AR, et al. COVID-19 Incidence and Mortality Among Unvaccinated and Vaccinated Persons Aged ≥12 Years by Receipt of Bivalent Booster Doses and 

Time Since Vaccination — 24 U.S. Jurisdictions, October 3, 2021–December 24, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:145–152.

研究内容：米国24州の12歳以上を対象に、感染サーベイランスデー
タ・ワクチン接種レジストリ・人口統計レジストリを統合して解析。
2021年10月3日ー2022年12月24日※１において、各変異株の流行期間
毎※２における従来型ワクチン及びオミクロン株対応２価ワクチンの感
染予防効果、死亡予防効果を評価したコホート研究。

結果：従来型ワクチンを３回接種した者を従来型群、従来型ワクチンを
２回接種後にオミクロン株対応２価ワクチンを追加接種した者をオミク
ロン株対応群、未接種者を未接種群とした。

オミクロン株BA.4/5早期流行期において、未接種群の従来型群に対す
る死亡率比は、従来型ワクチン追加接種後３－５か月後は7.2と保たれ
ていたが、６－８か月後に4.6、９－11か月後に4.5、12か月以上後に
は2.5と低下した。

オミクロン株BA.4/5後期流行期において、追加接種後２週間ー２か月
の期間で比較した、未接種群における感染又は死亡の年齢調整発生率比
は以下のとおり。

 感染

‒ 対 従来型群： 2.8 [95%CI: 2.5ー3.1]

‒ 対 オミクロン株対応群： 2.8 [2.5ー3.1]

 死亡

‒ 対 従来型群： 6.5 [4.2ー10.1]

‒ 対 オミクロン株対応群： 15.2 [11.3ー20.3]

２．本日の論点：【１】 2 0 2 3年度の接種について（３）ワクチンの有効性等に係る新たな知見について 第44回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会 資

料
１2023(令和５)年２月22日



自治体より寄せられた

主なご質問について
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今後の新型コロナワクチン接種についての主なご質問

（※）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号）附則第14条第１項の規定により予防接種法（昭和23年法律第68号）
第６条第３項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法による改正前の予防接種法附則第７条第１項の規定による予防接種をいう。

Q１ . 特例臨時接種 （ ※ ） の実施期間は令和５年３月 31日までとされているが、それ以降のワクチン接種はど
う な るのか。新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けについて、特段の事情が生じない限り５月８
日 か ら５類感染症に変更するとのことだが、今後の新型コロナワクチン接種はどうなるのか。

・令和４年12月９日に施行された予防接種法の一部改正では、特例臨時接種の法的根拠である附則第７条は廃止され、

改正法附則第14条第１項の経過措置規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第６条第３項の指示

とみなして継続実施することを可能としているところです。

・新型コロナワクチンの接種は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けの変更にかかわらず予防接種法に基づい

て実施することとなります。４月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべきか、厚生科学審議会予防接種・ワ

クチン分科会において検討を行っているところ、２月22日に行われた同分科会において、以下のとおり方向性が示さ

れたところです。

・現行の特例臨時接種の実施期間を１年間（令和６年３月末まで）延長することにより接種を継続してはどうか。

・追加接種可能な全ての年齢の者を対象として、秋から冬（９～12月）にかけて１回追加接種を行ってはどうか。

・重症化リスクの高い者等（※）については、春から夏（５～８月）にかけて前倒してさらに１回追加接種を行っては

どうか。

・春夏の追加接種には、オミクロン株対応ワクチンの使用を基本とする。秋冬の追加接種に使用するワクチンは令和５

年度の早期に結論を得るよう今後検討を進めてはどうか。

（※）65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行うとともに、第二期追加接種

（従来ワクチンの４回目接種）の際と同様、重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設、

障害者施設等の従事者にも接種機会を提供することとしてはどうか。

・上記の方向性については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（次回は３月上旬開催予定）における必要な法令

改正等の諮問・答申を経て正式に決定される見込みです。

＜今後の新型コロナワクチン接種の在り方について＞
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今後の新型コロナワクチン接種についての主なご質問

＜ワクチン事業の実施について＞

・令和５年度の接種については、２月22日に行われた厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、以下のとお

り方向性が示されたところです。

・現行の特例臨時接種の実施期間を１年間（令和６年３月末まで）延長することにより接種を継続してはどうか。

・追加接種可能な全ての年齢の者を対象として、秋から冬（９～12月）にかけて１回追加接種を行ってはどうか。

・重症化リスクの高い者等（※）については、春から夏（５～８月）にかけて前倒してさらに１回追加接種を行って

はどうか。

・春夏の追加接種には、オミクロン株対応ワクチンの使用を基本とする。秋冬の追加接種に使用するワクチンは令和

５年度の早期に結論を得るよう今後検討を進めてはどうか。

（※）65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行うとともに、第二期追加接

種（従来ワクチンの４回目接種）の際と同様、重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者

施設、障害者施設等の従事者にも接種機会を提供することとしてはどうか。

・初回接種及び令和４年秋開始接種の実施については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における議論を踏ま

えて検討します。

Q 2 . 初 回 接種（１・２回目接種）及び令和４年秋開始接種は令和５年度も実施するのか。
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今後の新型コロナワクチン接種についての主なご質問

＜小児・乳幼児への接種について＞

Q 3 . ２月22日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会では、令和５年の秋冬に行う接種について、５歳以上の者を対象
とすることとされたが、乳幼児に対する接種はどうなるのか。

・令和５年度の接種については、２月22日に行われた厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、以下のとお

り方向性が示されたところです。

・現行の特例臨時接種の実施期間を１年間（令和６年３月末まで）延長することにより接種を継続してはどうか。

・追加接種可能な全ての年齢の者（５歳以上）を対象として、秋から冬（９～12月）にかけて１回追加接種を行って

はどうか。

・重症化リスクの高い者等（※）については、春から夏（５～８月）にかけて前倒してさらに１回追加接種を行って

はどうか。

・春夏の追加接種には、オミクロン株対応ワクチンの使用を基本とする。秋冬の追加接種に使用するワクチンは令和

５年度の早期に結論を得るよう今後検討を進めてはどうか。

（※）65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行うとともに、第二期追加接

種（従来ワクチンの４回目接種）の際と同様、重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者

施設、障害者施設等の従事者にも接種機会を提供することとしてはどうか。

・乳幼児については、接種できる期間が短かったことから、当面、現在の接種を行うべきであるとの見解（※）を踏まえ、

現在の従来型ワクチンによる接種を継続していくことになる見込みです。

（※）２月８日の予防接種基本方針部会においてとりまとめられた見解。
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今後の新型コロナワクチン接種についてのよくあるご質問

Q 4 . 4 月 以降の接種体制補助金等の扱いはどうなるのか。

• 仮 に 特例臨時接種が4月以降も継続するとなった場合は、接種費用（負担金）の他、市区町村等の接

種 体 制確保に要する経費への補助も継続する方向で調整中です。

• た だ し、これまでの短期間で多くの方々に接種するために行ってきた緊急的・特例的な支援等につ

い て は、見直しを検討しております。

• 方 針 が固まりましたら改めてお知らせいたします。

＜財政支援について＞

＜ワクチンの供給について＞

Q5 .  令和５年度以降、ワクチンは追加供給されるのか。

・12歳以上用のワクチンの配送については、今後、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の結論を踏まえたうえで、

配送する場合は改めてワクチンの種類、時期、量をお知らせいたします。なお、配送するワクチンの量をお示しする

前に、ファイザー社のBA.4-5対応型ワクチンについては在庫量調査を実施いたしますので、ご協力をお願いいたしま

す。

・小児（５歳～11歳）及び乳幼児（６か月～４歳）の従来株ワクチンについては、接種回数や自治体からの要望等を踏

まえつつ、配送する場合は改めてワクチンの種類、時期、量をお知らせいたします。
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オミクロン株対応ワクチンについての主なご質問

＜ワクチン事業の実施について＞

Q 1 .  従 来 型ワクチンを追加接種として用いることは可能か。また、こうした追加接種としてこれらのワク
チ ン を接種した場合、オミクロン株対応ワクチンを接種できるか。

• 現在令和５年３月31日までの実施期間としている特例臨時接種においては、初回接種を完了した12歳以上の者に対す

る追加接種としては、オミクロン株対応ワクチンによる１回の接種が基本ですが、従来型ワクチンしか入手できない

等の理由で従来型ワクチンにより第一期又は第二期の追加接種を行った場合にも、当該接種が間違い接種とならない

よう、これらの追加接種も引き続き、第一期追加接種及び第二期追加接種に位置付けています。そのため、従来型ワ

クチンで追加接種を行った場合にも、その後、３ヶ月以上の間隔を空ければ、オミクロン株対応ワクチンの接種が可

能となっています。

• ただし、新型コロナワクチンの追加接種は、有効性の経時的な低減を回復する目的で実施してきたものです。このた

め、追加接種においては、適切な時期に接種を行うことで効果を回復させることが重要であり、単に多くの回数の接

種を行うことを推奨するものではありません。したがって、単に接種回数を増やす目的で従来型ワクチンを追加接種

することは適切ではありません。
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オミクロン株対応ワクチンについての主なご質問

Q 2 . 新 た な変異株（ XBB、BQ.1 . 1など）が出現したと報道されているが、これらの変異株も含めて、オ
ミ ク ロン株対応ワクチン（ BA . １対応型ワクチンとB A .4 -5対応型ワクチン）は効果があるか。

＜ワクチンの効果について＞

• オ ミ クロン株対応ワクチン（BA.4-5対応型）の追加接種後の中和抗体価は、従来型ワクチンの３回、４回接

種後と比較して、オミクロン株の亜種（BA.1、BA.5、BA.2.75.2、BQ.1.1、XBB）のいずれに対しても高かっ

たという報告があります。

• また、オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5対応型）の有効性について、

・接種後約１か月において、新型コロナワクチン非接種者と比較して56%、従来型ワクチン接種後２－４か月

の者と比較して31%、救急外来受診を減らす効果があった

・接種後約１か月において、新型コロナワクチン非接種者と比較して57%、従来型ワクチン接種後５－７か月

の者と比較して38%、入院を減らす効果があった

という報告があります。

• 上記の報告はBA.4-5対応型ワクチンに関するものですが、現時点の知見を踏まえた専門家による検討では、免疫

を刺激する性質を比較した場合、従来株と現在流行しているオミクロン株との差と比較すると、オミクロン株の

中での種類（BA.1とBA.4-5）の差は大きくないことが示唆されています。オミクロン株対応ワクチンは、オミク

ロン株の種類（BA.1とBA.4-5）に関わらず、オミクロン株成分を含むことで、現在の流行状況では従来型ワクチ

ンを上回る効果があること、オミクロン株と従来株の２種類の成分が含まれることで、今後の変異株に対しても

有効である可能性がより高いことが期待されています。

• そのため、従来型ワクチンによる最終の接種から３ヶ月以上経過後の時点で接種可能な、オミクロン株成分を含

むワクチンを接種いただくようお願いします。
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オミクロン株対応ワクチンについての主なご質問

＜ワクチンの効果について＞

Q 3 . オミクロン株対応ワクチンが追加接種のみで初回接種として接種されないのはなぜか。

今 後 、小児に対し、小児用のオミクロン株対応ワクチンの接種を行う際は、初回接種でオミクロン株対
応 ワ クチンを使用できるようにすべきではないか。

• オミクロン株対応ワクチンは、追加接種の用法のみで薬事承認がなされています。

• 小児に対しては、オミクロン株対応ワクチンの薬事承認が行われていないため、現時点ではオミクロン株対応ワク

チンの接種を行うことはできません。

• ２月８日の予防接種基本方針部会の取りまとめにおいて、初回接種や、小児及び乳幼児の接種についても、薬事上

使用可能なワクチンがあることを前提に、オミクロン株対応ワクチンに早急に切り替えていくことが望ましいとさ

れたことも踏まえて今後検討を行います。

• 小児用ワクチンで初回接種を完了していますので、オミクロン株対応ワクチンを接種してください。

Q 4 . 小児用ワクチンで初回（ 1・2回目）接種を終了した児童が、追加（ 3回目）接種を受ける時点で1 2歳
に 到 達している場合、 12歳以上用のワクチンを接種すると説明があった。この場合、３回目接種は、

・ 1 2歳以上用の従来型ワクチンは未接種のため、初回接種として従来ワクチンを接種するのか、

・ 初 回接種完了者として、オミクロン株対応ワクチンを接種するのか、

どちらか。

＜その他＞
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看護師の労働者派遣についての主なご質問

• へき地以外の地域における新型ワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣が可能な期間は本年３月31日ま

でに限ることとされており、原則終了することとしますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。

Q. 令 和 ５年度以降、接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣に係る特例はどうなるのか。
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乳幼児への新型コロナワクチン接種についての主なご質問

Q1 .乳幼児用の接種券を対象者全員に送付せず、住民の申請方式のみとしてもよいか。

• 被接種者に速やかかつ円滑に接種を受けていただく観点から、接種券は全員に送付いただくことが望ましいと考

えますが、自治体の判断で、御指摘のような対応を採ることも差し支えありません。

Q2 .乳幼児への接種の場合、予防接種済証（台紙）の送付は必須か。

• 生後６か月～４歳の乳幼児について予防接種を実施した場合には、予防接種済証に代えて、母子健康手帳に予防

接種及びワクチンの種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載することとなっておりますので、予防接種

済証の交付は必須ではありません。

Q3 .乳幼児用ワクチンの接種券が配布されたものの、乳幼児用ワクチンを一度も接種しないまま５歳を迎
えた者が、小児用ワクチンの接種を受ける際に、当該接種券をそのまま使用するのは問題ないか。

• 券面情報は同じであるため、乳幼児接種用として配布した接種券を、小児接種に転用して差し支えありませんが、

間違い接種にご注意ください。
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武田社ワクチン（ノババックス）接種についての主なご質問

Q１ .オミクロン株対応ワクチン接種を促進する中で、従来型ワクチンである武田社ワクチン（ノババック
ス）の接種を勧めるべきか。

• 令和４年秋開始接種においては、基本的にはファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応ワクチンをおすすめ

していますが、ｍRNAワクチンに含まれる成分へのアレルギーがある等、何らかの理由でこれら以外のワクチン

での接種を希望される方については、法令上の接種対象者であれば武田社ワクチン（ノババックス）で令和４年秋

開始接種を受けていただくことができます。

Q２ . 従来型ワクチンである武田社ワクチン（ノババックス）の接種はオミクロン株に対しても有効なのか。

• 現在流通している武田社ワクチン（ノババックス）には、現在流行の中心であるオミクロン株の成分は含まれず、

従来株の成分のみで作られており、基本的にはファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応ワクチンでの接種

をおすすめしています。ただし、武田社ワクチン（ノババックス）の追加接種により、オミクロン株に対する抗体

価が上昇することが確認されており、オミクロン株に対しても一定の効果が期待できるとされています。
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武田社ワクチン（ノババックス）接種についての主なご質問

Q４ .武田社ワクチン（ノババックス）については、同社からの供給をキャンセルすることについて合意した
とのことだが、今後供給されないのか。

• 武田社ワクチンについては、有効期限が到来する本年７月までの間に、引き続き必要な量を確保しています。不足

する場合は当室までご相談ください。

• なお、今後、新たに配送する場合は改めて時期等をお知らせいたします。

Q３ . 武田社ワクチン（ノババックス）を接種した後にオミクロン株対応ワクチンを接種できるか。

• 令和４年秋開始接種として（＝令和４年11月８日以降、３回目、４回目又は５回目接種として）武田社ワクチン

（ノババックス）を１回接種した場合、ファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応ワクチンを含めその後の

更なる追加接種を受けることはできません。

• 武田社ワクチン（ノババックス）の３回目接種を法令改正前（令和４年11月７日以前）に受けた方は、４回目接種

（令和４年秋開始接種）として、３回目接種から６か月以上経過後に武田社ワクチン（ノババックス）又は３か月

以上経過後にファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応ワクチンを接種できます。
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1. 新型コロナワクチン接種について

2. ワクチンの供給スケジュール等

3. 情報提供
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ファイザー社ワクチン（５歳～11歳用ワクチン）の特性（令和５年２月16日時点）

注意：５歳から11歳用のオミクロン株対応２価ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

キャップ
カラー

特性

オリジナル株１価ワクチン
（5歳から11歳用）

オミクロン株対応２価ワクチン
（5歳から11歳用）

※ オリジナル株とBA.4/5株

希釈 生理食塩液1.3mLで希釈 生理食塩液1.3mLで希釈

接種量
初回（１・２回目） ：0.2mL
追加（３回目） ：0.2mL

初回（１・２回目） ：使用不可
追加（３回目以降） ：0.2mL

抗原量 オリジナル株 10µg オリジナル株 ５µg＋BA.4/5株５µg：合計 10µg

１バイアル
の単位

10回分（特殊な針・シリンジ） 10回分（特殊な針・シリンジ）

最小流通単位
（一度に接種会場に配送
される最小の数量）

10バイアル（100回接種分）
10バイアル（100回接種分）
※10バイアル入った１箱の大きさはオリジナル株の5歳か
ら11歳用ワクチンと同じ

保管温度
－75℃±15℃：18か月

－20℃± 5℃：不可

２～８℃ ：10週

－75℃±15℃：18か月

－20℃± 5℃：不可

２～８℃ ：10週

備考
・室温では24時間以内に使用する
（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の
再凍結は不可）

・室温では24時間以内に使用する
（一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の
再凍結は不可）

※赤字下線部分は５歳から11歳用のオリジナル株の１価ワクチンと異なる部分 35



５～11歳用のオミクロン株対応ファイザー社ワクチンの配分作業スケジュール

クール名称
納品数の登録
【医療機関】

割当期限
【国】

割当期限
【都道府県】

確定処理期間
（データロック）

【国】

割当期限
【市町村】

確定処理期間
（データロック）

【都道府県】

納入予定の入力日
【ファイザー社】

小児第１クール
PFcBA.4/5_01

932箱
約９万回分

2/16 (木)～
2/22 (水) 15時

2/24 (金)
12時

2/24 (金)
18時

2/27 (月)
12時

2/28 (火)
12時

2/28 (火)
18時

3/3 (金)

配送：3/8～10

小児第２クール
PFcBA.4/5_02

3,039箱
約30万回分

2/16 (木)～
2/28 (火) 15時

3/1 (水)
12時

3/1 (水)
18時

3/2 (木)
12時

3/3 (金)
12時

3/3 (金)
18時

3/8 (水)

配送：3/13 週
& 3/20 週

小児第３クール
PFcBA.4/5_03

5,036箱
約50万回分

2/27 (月)～
3/13 (月) 15時

3/14 (火)
12時

3/14 (火)
18時

3/15 (水)
12時

3/16 (木)
12時

3/16 (木)
18時

3/22 (水)

配送：4/3 週
& 4/10 週

小児第４クール
PFcBA.4/5_04

5,026箱
約50万回分

3/13 (月)～
3/27 (月) 15時

3/28 (火)
12時

3/28 (火)
18時

3/29 (水)
12時

3/30 (木)
12時

3/30 (木)
18時

4/4 (火)

配送：4/17 週
& 4/24 週

５～11歳用オミクロン株対応ファイザー社ワクチン
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対象： ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.4/5）

目的： ワクチンの現状を確認する観点から、医療機関等の接種会場に配布したワクチンの保有状況を
把握し、国・都道府県・市町村で共有すること。

時期： 2023年３月１日０時（２月28日24時）時点の保有状況について、各都道府県から厚生労働省に
報告をお願いします。
（報告期日３/３(金)15:00）

なお、確認結果を理由に各都道府県へのワクチンの分配量を減らす対応は行いません。

ただし、保有状況が未回答の接種会場に対して、市町村が追加のワクチンを分配しない場合があります。

ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン(BA.4/5)の保有状況の把握に関するお願い

概要

情報収集のツールについて

医
療
機
関
等
の
接
種
会
場

３月１日０時（28日24

時）時点の保有のワク

チン本数を入力

都道府県・市町村

⚫保有状況の把握

⚫医療機関等の回答状況
の把握

レポート
出力結果

.csv

各医療機関の入力欄画面のイメージ

３月１日０時（28日24
時）時点の保有量（バイ
アル数（本））を入力

都道府県から国に提出（提出期日：３/３（金）15:00）

〔 入力期間〕

３/１（水）

ただし10 時以降に入力してください
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保有状況の入力方法

Step④「在庫量の報告」欄へ在庫ワクチン数を
「本数」単位にて入力し登録ボタンを押して登録

Step②「ワクチン廃棄量等の登録」ボタンをクリックStep① V-SYSへログイン

本数（バイアル数）を入力。

登録ボタンを押す。

◼ワクチンの在庫量を下記手順にてご報告ください

Step③ワクチンの種類を選択後、
画面最下部の「在庫量の報告」欄へ

https://v-sys.my.salesforce.com/

千代田区○○病院 「ファイザー BA.4/5」を選択し、ご入力
ください。
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保有状況の把握に関するよくあるご質問

• 分配量を調整する際、ワクチンの保有状況を考慮することは差し支えありません。

• なお、国から各都道府県へのワクチンの分配量については、確認結果を理由に減らす対応は行いません。

Q1 . ワクチンの保有状況を踏まえて、都道府県から市町村への分配量、市町村から医療機関等への

分配量を調整してよいか？

• 過去の入力実績との混同を避けるため、３月１日（水）10時までにシステム側で一旦過去の入力実績を

削除する操作を行いますので、入力は必ず３月１日（水）10時以降に行ってください。

Q2 . V-SYSへの入力は３月１日（水）９時に行っても構わないか？

• 上書きにより情報を更新することが可能ですので、誤り等があった場合には、３月１日（水）中に適宜

修正するなどして、保有状況を正確にご入力ください。

Q3 . V-SYSへの入力内容に誤りがあった場合は訂正可能か？

• V-SYSマニュアル中の、「こんなときには」の章をご参照頂くようご案内ください。

• それでもログイン出来ない場合にはサービスデスクをご案内ください。

⇒ V-SYSサービスデスク 0570-026-055（8：30～19：00 平日のみ）

※つながりにくい時には、V-SYSホーム画面にある問合せフォームよりお問合せをお願いします。

Q4 . V-SYSへのログインができない等の相談にはどのように対応すればよいか？
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保有状況の把握に関するよくあるご質問

• 医療機関情報の「取扱ワクチン」の項目において廃棄量を登録したいワクチンにチェックが入っている

か確認してください。廃棄量を登録する場合はチェックが入っている必要があります。

「取扱ワクチン」の項目の確認の仕方は、V-SYSマニュアル中の「2.医療機関・医師情報を登録する」

の章をご参照頂くようご案内ください。

• チェックが入っていない場合は、廃棄量を登録したいワクチンにチェックを入れて「申請・保存」ボタ

ンを押してください。所属の自治体の承認後に該当ワクチンの廃棄量の登録が可能になります。

※市町村は医療機関から承認依頼が届きましたら速やかな承認をお願いします

Q5 . 「ワクチン廃棄量等の報告」画面において、対象ワクチンが表示されない。

• 入力内容に相違がなければ、問題ありません。

Q6 . 申請ボタン押下後「 以下の接種実績が前回から変わっていないか、減少しています」と表示が

出るが問題 はないか。

• 期限が切れたワクチンは廃棄量に入力をお願いします。

Q7 . 廃棄量の登録において、ワクチンの期限が切れているものも登録するのか
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保有状況の把握に関するよくあるご質問

• ホーム画面にユーザの名前だけが表示されて医療機関名やボタンが一切表示されない場合は、以下の3点

をご確認ください。

1. ご利用のブラウザの設定を見直してください。

• 「ポップアップブロック」を解除してください。

• Safariを使用の場合は「サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフにしてください。

• すべてのCookieを許可してください。

2. 画面左上、名前が表示されているすぐ下に「フィードを非表示」と表示されている場合は

「フィードを非表示」の文字を押してください。

3. iPadで操作の場合は、必ず横向きで使用してください。

設定方法が不明な場合にはサービスデスクをご案内ください。

⇒ V-SYSサービスデスク 0570-026-055（8：30～19：00 平日のみ）

※つながりにくい時には、V-SYSホーム画面にある問合せフォームよりお問合せをお願いします。

Q8 . 「ワクチン廃棄量等の報告」等の青いボタンが表示されない。
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1. 新型コロナワクチン接種について

2. ワクチンの供給スケジュール等

3. 情報提供（内閣官房）
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オミクロン株対応ワクチン等についての広報

①テレビCM ②ねお×木下医師の対談動画

○様々な疑問に専門的見地から回答する動画

(短縮版も作成)

⑤新聞広告

⑦SNSでの広告配信

コロナに感染したことが
あってもワクチンは必要？

２価ワクチンって何？

→是非、政府広報等のコンテンツをご活用下さい

⑧官邸ワクチンツイッター等での周知

（これまでの発信内容）

○①テレビCMや②対談動画の短縮版などを

用いて、SNSでの広告配信

⑨小児追加接種の解説動画
○政府インターネットテレビで掲載中

（15秒の短縮版も掲載）

⑥ポスター

④厚労省リーフレット

→掲載済み（提供可能）

→掲載済み（ダウンロード可能）

→掲載済み（ダウンロード可能）

→掲載済み（提供可能）

→掲載済み（提供可能）

2.21時点

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25465.html（短縮版）

③脇田所長による解説動画

○様々な疑問に専門的見地から回答する動画

→掲載済み

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25623.html

是非、
ご活用下さい

（小学生新聞）

是非、
リツイート下さい

〇小児接種 https://www.mhlw.go.jp/content/001019296.pdf
〇乳幼児接種 https://www.mhlw.go.jp/content/001004624.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000121342.pdf

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25352.html

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25351.html（短尺）

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/kijishita/809.html

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg26142.html

○新型コロナウイルス対策「今できることを考えよう」篇

→放映中（提供可能）※短縮版も作成

是非、
ご活用下さい
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